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急性弛緩性麻痺の届出疾病への追加について 

 

平成 29 年 12 月 15 日 

健康局結核感染症課 
 
１. 背景 

○急性弛緩性麻痺（Acute Flaccid Paralysis: AFP）とは、脊髄・末梢神経・筋な

どの様々な疾患を含む急性に弛緩性の麻痺を呈する疾患の総称であり、ポリオ、

ボツリヌス症など、感染症に起因するものが存在する。 
 
２. 課題 

○世界保健機関（World  Health Organization: WHO）は、ポリオ対策の観点から、

各国で 15 歳未満の AFP を把握し、ポリオでないことを確認することを求めており、

現在 194 ヶ国中 179 カ国で AFP についての動向調査が実施されている。 

 

○日本では、平成 24 年まではポリオの定期接種に生ワクチンが使用されており、AFP

を発症した患者には当然にポリオであるか否かの検査が行われていたと考えられ

ることから、AFP を届出対象とする必要性は低く、AFP についての動向調査は実施

していなかった。 

 

○平成 24 年のポリオの不活化ワクチン導入以降、ポリオの発生報告はなく、日本で

は、ワクチン由来症例も含めてポリオが根絶され、患者発生の可能性が極めて低

くなったことから、今後 AFP 発症者に対しポリオ検査が行われなくなってくる可

能性がある。そのため、何らかの対応により、引き続き、AFP 発症者について、ポ

リオでないことを確認していく必要がある。 

 

３. 対応方針 

○15 歳未満の急性弛緩性麻痺を五類感染症(全数、7 日以内)とする。 

・ ポリオ患者の多くは６歳未満で発症するが、WHOでは、ポリオの検出感度を100%

とするために 15 歳未満の AFP 症例を報告することとしている。 

・ 年間 160 例程度の報告を全国の医師に義務づけることになる（資料１）。 

・ 届出条件としてポリオ検査陰性であることを条件とすることで、ポリオ検査が

確実に実施されることを担保する。 
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資料１. 各国における 2017 年に発症した AFP 症例の分類とサーベイランス指標 

※ WHO によると、日本では、15 歳未満の AFP 症例が 2017 年に 161 例発生したと推計されている。 

 

 
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13626/Polio-Bulletin-2017-No-15-Week-30.pdf?ua=1 


